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西脇市戸籍情報システム標準化対応業務委託公募型プロ  

ポーザル実施要領  

 

１　趣旨  

　　本実施要領は、西脇市戸籍情報システム標準化対応業務（以下  

「本業務」という。）を委託する事業者を選定するための公募型プ  

ロポーザルの実施に関して必要な事項を定めるものである。  

 

２　業務概要  

⑴　業務内容  

　　別紙「西脇市戸籍情報システム標準化対応業務委託仕様書」の

とおり  

　⑵　履行場所  

　　　西脇市役所　兵庫県西脇市下戸田  128番地の１  

⑶　履行期間  

　　　契約締結日の翌日から令和 10年２月末日まで  

　　　※　詳細については、別途協議の上決定する。  

　⑷　提案上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）  

　　　 33,000千円  

※　見積限度額であり契約時の予定価格を示すものではない。

契約の際に見積限度額の範囲内で再度協議する。  

 

３　選定委員会の設置  

　　西脇市戸籍情報システム標準化対応業務委託受託候補者選定委員

会（以下「選定委員会」という。）を設置し、公募型プロポーザル

により審査及び評価を行い、受託候補者を決定する。  

 

４　参加事業者の資格要件等  

　⑴　参加事業者資格要件  

　　　参加事業者は次の要件を全て満たすこと。  

ア　西脇市の入札参加資格者名簿に登録されている者であること。  

ただし、登録されていない者については、５の⑴の追加登録

期間に登録を行った者であること。  

イ　地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第  167条の４の規

定に該当しない者であること。  

ウ　国税及び地方税を滞納していないこと。  

エ　会社更生法（平成 14年法律第  154号）に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第  225号）に基づく再

生手続開始の申立てがなされていないこと。  
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オ　西脇市指名停止基準（平成 17年西脇市告示第 15号）において、

指名停止に該当しないこと。  

なお、本業務の公募型プロポーザルの公告日から参加表明書等  

の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を  

失うものとする。  

カ　西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24年

西脇市条例第 26号）に規定する暴力団等でないこと。  

⑵　参加資格の確認  

応募事業者の参加資格の確認は、参加表明書等の提出を基準と

する。ただし、参加資格確認後から審査結果の決定日までに参加

資格を欠くような事態が生じた場合は、失格とする。  

 

５　競争入札参加資格者の追加登録  

⑴　受付期間  

令和８年６月１日 (月）から令和８年６月 22日（月）までの平日  

⑵　受付時間  

午前８時 30分から午後５時まで  

⑶　受付場所  

西脇市役所３階  総務部契約課  

⑷　提出方法  

持参又は郵送  

⑸　提出書類  

西脇市ホームページを参照のこと。  

　　  URL　　 https://www.city.nishiwaki.lg.jp/ 

　　　令和８年６月１日公告　戸籍情報システム標準化対応業務委託  

⑹　その他  

追加登録は、本実施要領の参加資格の要件を全て満たす者で、

本件プロポーザルに参加申込みを行うものに限り、受付を行う。  

 

６　公募型プロポーザル実施スケジュール  

 実施内容 日程

 公募開始 令和８年６月１日（月）

 質問書提出期限 令和８年６月８日（月）

 質問書回答 令和８年６月 16日（火）

 参加表明書提出期限 令和８年６月 22日（月）

 資格審査結果通知 令和８年６月 26日（金）

 企画提案書提出期限 令和８年７月６日（月）

 プレゼンテーション審査 令和８年７月 22日（水）

 審査結果通知 令和８年７月 27日（月）
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７　提出書類及び提出期限  

　⑴　参加表明に関するもの  

　　ア　提出書類　　参加表明書（兼参加資格審査申請書）  

　　（様式第１号）  

　　イ　提出部数　　代表者印押印のもの１部  

　　ウ　提出期限　　令和８年６月 22日（月）午後５時必着  

　　エ　提出先　　　西脇市くらし安心部戸籍住民課  

　　オ　提出方法　　上記提出先へ直接持参又は郵送すること。  

⑵　プロポーザルに対する質問に関するもの  

　　ア　提出書類　　質問書（任意様式）  

　　イ　提出部数　　１部　紙又はデータでの提出  

　　ウ　提出期限　　令和８年６月８日（月）午後５時必着  

　　エ　提出先　　　西脇市くらし安心部戸籍住民課  

（メールアドレス：  shimin@city.nishiwaki.lg.jp　）  

　　オ　提出方法　　上記提出先へ郵送又は電子メールにより提出す

ること。  

　⑶　企画提案に関するもの  

　　　封筒の表に朱書きで「プロポーザル関連資料」と記載の上、提

出先に持参又は郵送すること。  

　ア　企画提案書  

　　　 （ア）　提出書類　　企画提案書（任意様式）  

　　　 （イ）　提出部数　　代表者印押印のもの１部　写し５部  

　　　 （ウ）　提出期限　　令和８年７月６日（月）午後５時必着  

　　　 （エ）　提出先　　　西脇市くらし安心部戸籍住民課  

　　　 （オ）　その他　　　記載内容については、別紙「企画提案書記載  

　　　　　　　　　　要領及び評価基準」を踏まえて作成すること。  

　イ　見積書  

　　　 （ア）　提出書類　　見積書（様式第２号）  

　　　 （イ）　提出部数　　代表者印押印のもの１部　  

　　　 （ウ）　提出期限　　令和８年７月６日（月）午後５時必着  

　　　 （エ）　提出先　　　西脇市くらし安心部戸籍住民課  

 

８　審査  

　⑴　資格審査  

　　　提出書類から、資格要件を満たしているか書類審査を行う。  

⑵　審査  

本件の受託事業者選考に当たっては、提出された企画提案書及

び見積書、プレゼンテーション等を基に、選定委員会において、  

mailto:shimin@city.nishiwaki.lg.jp
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別紙「西脇市戸籍情報システム標準化対応業務委託に係る公募型  

プロポーザル評価項目」に基づき厳正かつ公平に審査を実施し、  

最も優れた内容と判断された事業者を受託候補者として選定する。  

　　　なお、選定結果については、令和８年７月 27日（月）までに通

知する。  

 

９　その他  

⑴   回答書の作成・提出、プレゼンテーション、デモンストレーシ

ョンの参加等一切の経費は参加事業者の負担とする。また提出書

類は返却しない。  

⑵   参加表明書提出後、参加辞退をする場合は、参加辞退届（様式  

第３号）を提出すること。参加辞退は自由であり、参加辞退して  

も以後における不利益な扱いはしない。郵送で提出する場合は、  

必ず「配達記録郵便」とすること。  

⑶   提出書類の著作権等の取扱いについて、提出書類に含まれる著

作物の著作権は参加事業者に帰属する。ただし、選定結果の公表

等において市がこの事業に関し必要と認める用途については、無

償で使用できるものとする。  

⑷   参加事業者は、１つの提案しか行うことができない。  

⑸   提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。ただし、市が

認めた場合はこの限りではない。  

⑹　次のいずれかに該当する参加事業者は、無効とする。  

　ア　実施要領等に示した参加事業者に必要な資格のない者が行っ

た提案  

　イ　参加事業者の記名及び押印を欠く提案  

　ウ　虚偽の記載内容を含む提案  

　エ　実施要領等において示した期限、部数、提出先、方法に違反

した提案  

　オ　その他実施要領等において示した条件等に違反した提案  

 

10　契約締結に向けた協議  

　⑴　本件プロポーザルの結果、受託候補者の決定を受けたときは、  

本市と仕様等の契約内容を協議し、契約書に添付する仕様書等の  

案を作成すること。  

⑵　本市は受託候補者と契約締結に向けた協議を行い、提案内容か  

ら必要な範囲内において、業務の仕様と契約金額を決定する。  

⑶　契約金額は原則として見積書の金額を超えないこととする。た  

だし、協議において追加等があった場合はこの限りではない。  

⑷　受託候補者が辞退した場合、次点者を受託候補者とし、協議を  
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行う。  

 

11　問合せ先  

西脇市くらし安心部戸籍住民課　藤原  

電　話： 0795-22-3111　  

メール： shimin@city.nishiwaki.lg.jp 

 



6 

別紙：企画提案書記載要領及び評価基準  

 

 項 目 要 求 事 項

 ○客観評価

 １ 　 シ ス テ ム 稼 働 実 績 　 45 点

 

⑴ 　 戸 籍 シ ス テ ム 稼 働 実 績

・ 全 国 で の 戸 籍 シ ス テ ム 稼 働 実 績 を 示 す こ と 。

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 末 時 点 で 稼 働 し て い る 自 治 体

数 ）  
※ シ ス テ ム 提 供 か ら ア フ タ ー フ ォ ロ ー ま で 実 施

し て い る 稼 働 実 績 と す る 。

 

⑵ 　 戸 籍 シ ス テ ム 標 準 化 業 務 契

約 締 結 実 績

・ 全 国 で の 戸 籍 シ ス テ ム 標 準 化 業 務 契 約 締 結 実

績 を 示 す こ と 。 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 末 時 点 で 締 結 し

て い る 自 治 体 数 ）  
※ デ ー タ ク レ ン ジ ン グ 等 の 一 部 の み の 契 約 実 績

で は な く 、 標 準 化 業 務 契 約 完 了 ま で の 契 約 を 実

績 と す る 。

 
⑶   他 社 シ ス テ ム か ら の デ ー タ

移 行 作 業 実 績

・ 令 和 ３ 年 度 ～ 令 和 ７ 年 度 に 新 規 稼 働 し た 戸 籍

シ ス テ ム の 稼 働 実 績 を 示 す こ と 。  
※ シ ス テ ム 提 供 か ら ア フ タ ー フ ォ ロ ー ま で 実 施

し て い る 稼 働 実 績 と す る 。

 ⑷ 　 コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム の 連

携 実 績 （ 戸 籍 証 明 ）

・ 全 国 で の コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム の 連 携 実 績 を

示 す こ と 。 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 末 時 点 で 連 携 し て い

る 自 治 体 数 ）

 ２ 　 戸 籍 法 改 正 対 応 　 20 点

 

⑴ 　 シ ス テ ム 改 修 費

・ 当 市 と 同 規 模 の 市 区 町 村 の シ ス テ ム 改 修 に 伴

う 令 和 5～ 7 年 度 の 改 修 費 に つ い て 示 す こ と 。  
　 振 り 仮 名 の 法 制 化  
　 共 同 親 権  
　 附 票 へ の 旧 氏 及 び 旧 氏 の 振 り 仮 名

 
⑵ 　 国 の 政 策 動 向

・ 将 来 的 に 発 生 す る こ と が 想 定 さ れ る 法 改 正 や

国 の 政 策 動 向 に つ い て 、 具 体 的 な 対 応 方 針 を 示

す こ と 。

 ３ 　 次 期 デ ー タ 抽 出 費 　 ５ 点

 
次 期 デ ー タ 抽 出 費

・ 次 期 シ ス テ ム 更 改 時 に お け る デ ー タ 移 行 の た

め の デ ー タ 抽 出 作 業 費 に つ い て 、 概 算 で 示 す こ

と 。

 ４ 　 事 業 費 　 20 点

 
事 業 費

・ 当 初 導 入 に 係 る 費 用 、 ５ 年 保 守 利 用 料 （ ク ラ

ウ ド 利 用 料 含 む 。 ） を 対 象 と し 、 価 格 点 を 算 出

す る 。

 ○主観評価

 ５ 　 提 案 コ ン セ プ ト 　 20 点

 ⑴ 　 シ ス テ ム 導 入 に 対 す る 理 解 度
・ 業 務 の 目 的 及 び 課 題 を 認 識 し 、 そ れ に 対 す る

取 組 方 針 を 明 確 に 示 す こ と 。

 

⑵ 　 提 案 体 制

・ 設 計 、 開 発 、 品 質 管 理 に 対 す る 考 え 方 や 体 制

及 び 役 割 分 担 等 を 明 確 に 示 す こ と  
・ 毎 年 行 わ れ る 法 制 度 改 正 や 機 能 強 化 等 に 係 る

シ ス テ ム 改 修 に つ い て 迅 速 か つ 正 確 な 情 報 提 供

を 実 現 で き る 仕 組 み を 示 す こ と 。

 ６ 　 戸 籍 デ ー タ 移 行 　 20 点

 デ ー タ 移 行 体 制 ・ 移 行 に 係 る 対 応 方 針 や 、 想 定 さ れ る リ ス ク と
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対 応 策 を 示 す こ と 。  
・ 安 全 か つ 確 実 な 本 番 切 り 替 え の 手 段 、 安 定 し

た 稼 働 の た め の 方 法 や 施 策 を 示 す こ と 。  
・ デ ー タ 移 行 に 関 す る 作 業 方 針 、 作 業 と 役 割 を

示 す こ と 。 ま た 、 負 荷 軽 減 の 工 夫 （ 効 率 性 ・ 正

確 性 等 を 担 保 す る 手 段 ） を 示 す こ と 。  
・ 移 行 可 能 な デ ー タ と そ の 時 期 ・ 手 順 ・ 管 理 手

法 を 明 確 に 示 す こ と 。 移 行 不 可 能 な デ ー タ に つ

い て は 代 替 案 を 示 す こ と 。

 ７ 　 ア フ タ ー フ ォ ロ ー 　 30 点

 ⑴ 　 サ ポ ー ト 体 制
・ ア フ タ ー フ ォ ロ ー に 関 す る 方 針 ・ 体 制 等 を 示  
す こ と 。 必 要 に 応 じ て 具 体 的 な 説 明 を 示 す こ と 。

 
⑵ 　 蓄 積 事 例 数 の 実 績

・ 蓄 積 事 例 数 を 示 す こ と 。 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 末 時

点 で の 蓄 積 事 例 数 ）  
※ 提 案 会 社 で 蓄 積 し て い る 事 例 数 と す る 。

 
⑶ 　 研 修 マ ニ ュ ア ル ・ 研 修 ツ ー 　 　

ル

・ 戸 籍 実 務 に 関 す る 研 修 サ ー ビ ス に つ い て 具 体

的 に 示 す こ と 。  
・ 蓄 積 し た 事 例 を 他 自 治 体 へ 展 開 す る 仕 組 み を

示 す こ と 。

 ８ 　 シ ス テ ム 　 35 点

 

⑴ 　 シ ス テ ム 方 式

・ シ ス テ ム の 稼 働 環 境 （ ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド 又

は 独 自 環 境 ） を 示 す と と も に 、 そ の 対 応 方 針 及

び 運 用 方 針 を 示 す こ と 。 な お 、 調 達 シ ス テ ム の

中 で ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド に 実 装 し な い シ ス テ ム

が あ る 場 合 、 そ の 理 由 及 び 代 わ り の シ ス テ ム 稼

働 環 境 を 示 す こ と 。

 ⑵ 　 他 シ ス テ ム と の 連 携 構 築
・ 連 携 が 必 要 と な る 他 の シ ス テ ム と の 連 携 方 法

に つ い て 、 明 確 に 示 す こ と 。

 

⑶ 　 標 準 化 対 応

・ 標 準 化 準 拠 シ ス テ ム へ の 移 行 に 係 る 対 応 状 況

を 示 す こ と 。  
・ ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド あ る い は ガ バ メ ン ト ク ラ  
ウ ド に 準 ず る ク ラ ウ ド へ の 移 行 に 係 る 対 応 状 況  
を 明 示 し 、 シ ス テ ム 移 行 や 運 用 に 係 る 調 整 事 項 、

コ ス ト を 明 確 に 示 す こ と 。

 ９ 　 そ の 他 　 ５ 点

 付 加 提 案
・ 提 案 者 が 想 定 す る 職 員 の 業 務 効 率 化 、 作 業 負

荷 軽 減 に 繋 が る 提 案 を 具 体 的 に 示 す こ と 。



 

【様式第１号】  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和   年　月　日　  

 
 

参加表明書（兼参加資格審査申請書）  

 

　西脇市長　片　山　象　三　様　  
 

　　　　　　　　　　　住 所　　 

商 号 又 は 名 称　　 

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　㊞ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

担当者  　氏名　  

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　所属　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜連絡先＞  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  電話　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX 　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Mail 

 

 
 
　西脇市戸籍情報システム標準化対応業務委託公募型プロポーザルに

参加したいので、参加資格要件等に関する書類を添えて申請いたしま

す。  



【様式第２号】

西脇市長　片　山　象　三　様　

戸籍情報システム標準化対応業務委託

戸籍情報システム更新に伴う費用（補助対象経費）

項番 合計（税抜）

1

2

3

4

5

6

小計（A） 0 

戸籍情報システム更新に伴う費用（補助対象外経費）

項番 合計（税抜）

7

小計（B） 0 

構築費用　合計

合計（A+B） 0 

消費税 0 

総合計 0 

（参考）

戸籍情報システム運用費用　１ヵ月分

項番 合計（税抜）

8

9

10 戸籍情報システムクラウドサービス利用料

11

小計（C） 0 

運用費用　合計

小計（C） 0 

消費税 0 

合計 0 

令和８年　月　日

見　　積　　書

件名

提案パッケージ名

項目

Ａ　調査等準備経費

Ｂ　文字の標準化・データ移行等に要する経費

Ｃ　環境構築に要する経費（構築期間のクラウドサービス利用に伴う費用※１は除く）

Ｃ　環境構築に要する経費（構築期間のクラウドサービス利用に伴う費用※１）

Ｄ　テスト・研修に要する経費

Ｅ　関連システムとの円滑な連携に要する経費

項目

戸籍情報システム更新に伴う費用（補助対象外経費）

項目

戸籍情報システム利用料

戸籍情報システム保守料

クラウドサービス接続にかかる費用※２

住　　　　所：
商号又は名称：
代表者職氏名：

※１　クラウドサービス利用に伴う費用とは、クラウドサービスの利用料、市庁舎とクラウドサービス間の接続サービス（接
　　続回線）の利用料及び市庁舎とクラウドサービスとの接続を行うために必要な現状調査及び設定作業費を含む。
　　　市庁舎とクラウドサービスとの接続を行うために必要な機器調達については、補助対象外経費に含めること。
　　　ガバメントクラウド以外の独自クラウドサービスを提案する場合は、受託事業者が接続サービスと接続回線を調達し、
　　市庁舎とクラウドサービスとの接続を行うための設定作業も本業務に含まれるため、見積書に当該費用を含めること。
　　　ガバメントクラウドを提案する場合は、接続サービスと接続回線及び市庁舎とクラウドサービスとの接続を行うための
　　設定作業等は不要であり、戸籍システム利用に係るガバメントクラウド利用料のみを記入すること。

※２　クラウドサービス接続に係る費用とは、運用時に発生する費用のうち※１での市庁舎とクラウドサービス間の接続サー
　　ビス（接続回線）の利用料及び市庁舎とクラウドサービス間の接続サービス（接続回線）の保守にかかる費用を含む。
　　独自クラウドサービスを提案する場合は、項番11の費用が発生すると思われるので、必ず記入すること。
　　ガバメントクラウドを提案する場合は、項番11の費用は不要になるので、その場合は0（ゼロ）を記入すること。

㊞㊞



 

【様式第３号】  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和   年　月　日　  

 
 

参加辞退届  

 

　西脇市長　片　山　象　三　様　  
 

　　　　　　　　　　　住 所　　 

商 号 又 は 名 称　　 

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　㊞ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
担当者  　氏名　  

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　所属　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜連絡先＞  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  電話　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX 　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Mail 

 

 

西脇市戸籍情報システム標準化対応業務委託公募型プロポーザル実

施要領に基づき、提案書類等を提出しましたが、辞退しますのでお届

けいたします。  


